
2024年1月31日

No. 実施回 指摘事項 回答 反映箇所 ページ番号 回答時期

1
7/18

第1回面談

本年3月に受理した使用済燃料乾式キャスクのうち輸送貯蔵兼用キャスク（以

下「兼用キャスク」という。）の基数の追加等に係る実施計画変更認可申請と

本件申請との関係及び共用プールからの使用済燃料の搬出開始予定時期への影

響も含めて、全体スケジュールを整理して改めて説明すること。

まとめ資料Ⅰに記載を追加する。 まとめ資料Ⅰ Ⅰ-30～33 2024年1月31日

2
7/18

第1回面談

兼用キャスクを使用していることを踏まえ、講ずべき事項を満たすにあたり、

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

や関係審査ガイド等に示す兼用キャスク等への要求事項に照らした適合方針に

ついても整理するとともに、その適合方針を踏まえて新たに評価が必要となる

項目がある場合は、当該項目及びその対応方針等を整理し、資料に示して説明

すること。

7/31,8/24,9/4の審査面談において技術会合資料として説明。 9/11技術会合資料 －

2023年7月31日

2023年8月24日

2023年9月4日

3
7/18

第1回面談

上記を整理した結果、要求事項に示すとおりの設計及び評価を進めることが困

難な点があれば、必要に応じて特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術

会合の場を用いて議論すること。

整理の結果、設計及び評価を進めることに困難な点はないが、追加評価

等があるため9/11の技術会合の場で説明する。
9/11技術会合資料 － 2023年9月11日

4
7/18

第1回面談

実施計画における兼用キャスクについて、本申請対象設備を増設、現行設備を

既設と区別しているが、設置基礎等を含めて設計が同一であれば特段区別する

必要はないため、関連する要求事項に照らして、記載を統一できる点の整理を

進めること。その際、整理上、区別する必要がある点（兼用キャスクと乾式貯

蔵キャスクに分ける等）に留意すること。

本申請では兼用キャスクガイドに基づいた評価を行っているため、増設

と既設を区別した記載としたい。
ー ー 2024年1月31日

5
7/18

第1回面談

本申請対象設備の運用開始に向けて計画性、実現性を確認する観点から、使用

済燃料の乾式キャスクへの仮保管に係る実際の作業内容及び作業期間等の詳細

を資料に示して説明すること。

まとめ資料Ⅰに記載を追加する。 まとめ資料Ⅰ Ⅰ-28,29 2024年1月31日

6
7/18

第1回面談

本申請対象設備設置場所における拡張工事の概要に加えて、クレーンの取扱に

係る詳細（レーン間の移動方法、作業内容、吊上げ高さ等）についても資料に

示して説明すること。

まとめ資料Ⅰに記載を追加する。 まとめ資料Ⅰ Ⅰ-25～27 2024年1月31日

7
7/18

第1回面談

主要設備の耐震クラス（資料P.Ⅱ-14-②-10）に関して、現行設備における耐

震クラス設定時から方針を変更した理由を含めて、耐震クラス設定の考え方及

びその根拠を示すこと。

まとめ資料Ⅱ.14.②に耐震設計方針及び耐震クラス設定根拠（波及的影

響評価）を記載。
まとめ資料Ⅱ.14.② Ⅱ-14-②-10～51 2023年12月25日

8
7/18

第1回面談

解析に用いる検討用地震動のうち、Ss900-①は水平一方向のみ示されている

こと（資料P.Ⅱ-14-②-11）について、他施設では位相の異なる水平方向地震

動を追加作成した上で、水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せについて評価

している例もあることから、本施設での地震動作成及び評価の考え方を示すこ

と。

キャスク及びコンクリート基礎の耐震評価について、水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せを考慮した評価を追記。
まとめ資料Ⅱ.14.②

Ⅱ-14-②-71～

110,216～219
2023年12月25日

9
7/18

第1回面談

兼用キャスクの固有周期解析モデル（資料P.Ⅱ-14-②-32）に関して、トラニ

オンとキャスク支持架台、コンクリート支持架台下端部の固定構造及び解析モ

デルにおける拘束条件について示すこと。

まとめ資料Ⅱ.14.②に記載を追加する。 まとめ資料Ⅱ.14.② 今後反映 次回以降

10
7/18

第1回面談

コンクリート支持架台の基礎ボルトの応力評価（資料P.Ⅱ-14-②-95）につい

て、アンカー部（コンクリート側）の評価結果を示すこと。

まとめ資料Ⅱ.14.②に記載を追加する。

なお、評価結果は基準値以下となる見込み。
まとめ資料Ⅱ.14.②

Ⅱ-14-②-

139,140,149,151
2023年12月25日

11
7/18

第1回面談

解析モデル（資料P.Ⅱ-14-②-115）に関して、ワイヤーロープ及びフックの

評価内容に加えて、キャスク吊下げ部となるトラニオンの評価内容について示

すこと。

ワイヤーロープ及びフックについては、吊り上げ対象の質量に変更はな

く、強度評価におけるワイヤーロープ及びフックの安全率がいずれも

1/2Ss450が作用した時の鉛直方向設計用震度を上回っているため十分

な強度を有する見込み。

まとめ資料Ⅱ.14.② 今後反映 次回以降

12
7/18

第1回面談

クレーンのレールピット高さと車輪の浮き上がり（資料P.14-②-123）につい

て、横方向のずれによる脱輪等に関する評価についても示すこと。

横方向のずれが生じた場合も車輪はレールピット内に留まることから逸

走しない。（Ss600評価と同様）
まとめ資料Ⅱ.14.② 今後反映 次回以降

13
7/18

第1回面談

Ⅱ.14.⑨に記載している検査における確認事項については、Ⅷ．実施計画に係

る検査の受検の項目で整理して記載すること。
まとめ資料Ⅱ.14.⑨の記載を修正し、Ⅷの記載を追加する。

まとめ資料Ⅱ.14.⑨

まとめ資料Ⅷ

Ⅱ-14-⑨-5

Ⅷ-1～7
2024年1月31日

14
11/8

第2回面談

外部火災に関連して、１Ｆ敷地内は伐採木等も多くあることから敷地内への延

焼や敷地内での発火に係る対策等の要否についても説明すること。

キャスク仮保管設備の周囲及び1F敷地内に多く見られる植生は広葉樹

（雑木）によるものであり，これらは水分を多く含み防火性が高いこと

から，発火に係る対策は不要と判断している。

また，キャスク仮保管設備付近には伐採木保管場所があるが，当該箇所

は破砕済みの伐採木を土と混ぜ合わせて土手状にして保管しており，水

分を含む土壌となっているため火災発生の想定は不要と判断している。

（Ⅱ.14.②-17 図9を参照）

ー ー 2024年1月31日

15
11/8

第2回面談

竜巻影響評価について、使用済燃料乾式キャスク仮保管設備周辺の飛来物の抽

出に係る考え方、また使用済燃料乾式キャスクへの波及的影響等という観点か

ら周囲にあるコンクリートモジュールに対する竜巻影響評価の考え方を説明す

ること。

まとめ資料Ⅱ.14.②に記載を追加する。 まとめ資料Ⅱ.14.② Ⅱ-14-②-14～20 2024年1月31日

16
12/25

第3回面談

まとめ資料には、第13回特定原子力施設の実施計画の審査等に係る技術会合

（令和5年9月11日開催）で議論した耐震設計方針について経緯も含めて記載

するとともに、適用する地震動の考え方を整理した上で資料に示して説明する

こと。

回答準備中 今後反映 次回以降

17
12/25

第3回面談

まとめ資料中の機能維持、機能喪失、遮蔽機能喪失等との表記について、「機

能」の意味合いが全体的に整理されていないため、全体を見直して修正するこ

と。

回答準備中 今後反映 次回以降

18
12/25

第3回面談

耐震評価モデル全般について、例えば基礎－地盤連成モデルにおける地盤モデ

ルのモデル化範囲の考え方、境界条件及び基礎部のモデル化、コンクリートモ

ジュール解析モデルにおける使用要素や拘束条件等、評価条件等の詳細につい

て資料に追記して説明すること。

回答準備中 今後反映 次回以降

19
12/25

第3回面談

乾式キャスクの固有周期解析モデルについて、トラニオンの支持架台への実際

の固定方法及び解析モデル上の取扱について資料に示して説明すること。ま

た、乾式キャスク同士の衝突性評価における初速については、基準地震動に対

応した速度についても確認の上、資料に示して説明すること。

回答準備中 今後反映 次回以降

指摘事項リスト（まとめ資料へ反映箇所）

1/1



東京電力HD株式会社　　　

目次 該当項目 理由

Ⅰ　全体工程及びリスク評価について講ずべき事項 ○ キャスク仮保管設備による使用済燃料の管理におけるリスクを評価し、問題なく管理を行えることを確認するため。

Ⅱ　設計，設備について措置を講ずべき事項

1　原子炉等の監視 －
キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、RPV/PCV/SFP内の使用済燃料等に関連する内容では

ないため。

2　残留熱の除去 －
キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、RPV/PCV内の燃料デブリ、SFP内の燃料体に関連する

内容ではないため。

3　原子炉格納施設雰囲気の監視等 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、PCV内の気体に関する内容ではないため。

4　不活性雰囲気の維持 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、RPV/PCV内の可燃性ガスに関する内容ではないため。

5　燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 ○ 増設する乾式キャスクに収納された燃料を適切に貯蔵・管理する必要があるため。

6　電源の確保 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、安全機能を達成するために電力を必要としないため。

7　電源喪失に対する設計上の考慮 －
キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、全交流電源喪失時のRPV/PCV内やSFPへの冷却を確保

し、かつ復旧するための手段ではないため。

8　放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、放射性固体廃棄物の処理に関する内容ではないため。

9　放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、放射性液体廃棄物の処理に関する内容ではないため。

10　放射性気体廃棄物の処理・管理 － キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、放射性気体廃棄物の処理に関する内容ではないため。

11　放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 －
キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、大気、海等の環境中へ放出される放射性物質に関する

内容ではないため。

12　作業者の被ばく線量の管理等 ○ 増設する乾式キャスク取り扱い作業での作業者の被ばく線量の管理等を実施するため。

13　緊急時対策 ○
キャスク仮保管設備拡張工事及び運用時において、現在準備している、事故時に通信連絡設備等で問題ないことを説明する必要がある

ため。

14　設計上の考慮 （各項目参照）

①　準拠規格及び基準 ○
増設するキャスク仮保管設備は、果たすべき安全機能の重要度を考慮して、適切と認められる規格及び基準によるものである必要があ

るため。

②　自然現象に対する設計上の考慮 ○

増設するキャスク仮保管設備は、その安全機能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の安全上の影響を考慮して、耐震

設計上の区分がなされるとともに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられる設計である必要があるため。

また、地震以外の想定される自然現象（津波、豪雨、台風、竜巻等）によって施設の安全性が損なわれない設計であり、予想される自

然現象のうち最も苛酷と考えられる条件、又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計である必要があるため。

③　外部人為事象に対する設計上の考慮 ○
キャスク仮保管設備は乾式キャスクに収納された燃料を仮保管する設備であり、外部人為事象によって、施設の安全性を損なうことな

く、第三者の不法な接近等に対し、これを防御するため、適切な措置を講じる必要があるため。

④　火災に対する設計上の考慮 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、火災により施設の安全性を損なうことのない設計である必要があるため。

⑤　環境条件に対する設計上の考慮 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、経年事象を含む全ての環境条件に適合できる設計である必要があるため。

⑥　共用に対する設計上の考慮 － 増設するキャスク仮保管設備は、複数の施設間で共用をしないため。

⑦　運転員操作に対する設計上の考慮 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、運転員の誤操作を防止する適切な措置を講じる必要があるため。

⑧　信頼性に対する設計上の考慮 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、十分に高い信頼性を確保し、かつ維持し得る設計である必要があるため。

⑨　検査可能性に対する設計上の考慮 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、それらの健全性及び能力を確認する検査ができる設計である必要があるため。

15　その他措置を講ずべき事項 － 今回の申請は本節に関わる内容ではないため。

Ⅲ　特定原子力施設の保安のために措置を講ずべき事項 ○ 本変更申請によって、燃料管理、放射線管理及び敷地境界線量の値が変更となるため。

Ⅳ　特定核燃料物質の防護 － 本変更申請とは別申請で対応するため。

Ⅴ　燃料デブリの取出し・廃炉のために措置を講ずべき事項 － 増設するキャスク仮保管設備は、燃料デブリの取出しやそれに関連した措置に非該当であるため。

Ⅵ　実施計画を策定するにあたり考慮すべき事項 －

本変更申請は、新規に実施計画の変更認可申請を行うことから、１～３に非該当であるため。

　１．法第６７条第1項の規定に基づく報告の徴収に従って報告している計画等

　２．原子力安全・保安院からの指示に従い、報告した計画等

　３．法の規定に基づき認可を受けている規定等

Ⅶ　実施計画の実施に関する理解促進 － 本変更申請によって、理解促進に関する取組みに変更はないため。

Ⅷ　実施計画に係る検査の受検 ○ 増設するキャスク仮保管設備は、検査を受検するため。

『特定原子力施設の指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項』　該当項目の整理表　(案件：キャスク仮保管設備増設)
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